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市
・
県
民
税

熊
本
地
震
の
被
災
に
よ
る

個
人
市
県
民
税
の
減
免
に
つ
い
て

知
っ
て
お
き
た
い

損害の程度 半壊
のとき

大規模半
壊のとき

全壊
のとき

平成 27 年中の
合計所得金額 軽減または免除の割合

500 万円以下 2 分の 1 4 分の 3 全額

750 万円以下 4 分の 1 8 分の 3 2 分の 1

750 万円以上 8 分の 1 16 分の 3 4 分の 1

　

熊
本
地
震
に
よ
り
被
害
を
受
け
下
記
の
基
準
に
該

当
さ
れ
る
人
は
、
平
成
28
年
度
の
個
人
市
県
民
税
の

減
免
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。
減
免
措
置
を
受
け
る
た
め
に
は
、
平
成
29
年
3

月
31
日
ま
で
に
減
免
申
請
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

【
居
住
す
る
住
宅
が
被
害
を
受
け
た
場
合
】

　

居
住
す
る
住
宅
が
被
害
を
受
け
た
場
合
、
平
成
27

年
中
の
合
計
所
得
金
額
（
１
０
０
０
万
円
以
下
）
と

損
害
の
程
度
に
よ
っ
て
平
成
28
年
度
の
個
人
市
県
民

税
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

　
　
必
要
書
類

・
減
免
申
請
書

　
（
固
定
資
産
税
・
市
県
民
税
・
国
保
税
減
免
申   

　

 

請
書
）

・
り
災
証
明
書

・
印
鑑

※
同
一
世
帯
以
外
の
人
が
代
理
申
請
を
さ
れ
る
場 

　

合
、
代
理
人
の
身
分
証
明
書
と
委
任
状
を
ご
持
参

　

く
だ
さ
い
。

　
　
特
別
徴
収
税
額
（
翌
年
度
仮
徴
収
税
額
）

　
　
の
算
定
方
法
の
見
直
し

  

年
間
の
特
別
徴
収
税
額
の
不
均
衡
を
解
消
す
る
た

め
、平
成
28
年
10
月
1
日
以
後
の
仮
徴
収
税
額
を「
前

年
の
特
別
徴
収
税
額
（
年
税
額
）
の
2
分
の
1
に
相

当
す
る
額
と
す
る
」
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
転
出
し
た
場
合
に
お
け
る

　
　
公
的
年
金
特
別
徴
収
の
継
続

　

こ
れ
ま
で
は
賦
課
期
日
（
1
月
1
日
）
以
後
に
他

市
町
村
へ
転
出
し
た
場
合
や
、
特
別
徴
収
税
額
に
変

更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴

収
は
停
止
さ
れ
、
普
通
徴
収
（
自
主
納
付
）
に
切
り

替
え
て
い
ま
し
た
が
、平
成
28
年
10
月
1
日
以
後
は
、

「
転
出
や
徴
収
税
額
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い

て
も
、
一
定
の
要
件
の
下
、
特
別
徴
収
を
継
続
す
る
」

こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
施
行
に
よ
り
、
給
与
支
払

報
告
書
の
提
出
や
特
別
徴
収
関
係
の
申
告
・
届
出
に

関
し
て
、
法
人
番
号(

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
お
よ
び
従

業
員
や
そ
の
扶
養
者
の
個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）

の
記
入
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
準
備
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

記
入
が
必
要
と
な
る
時
期
は
手
続
き
に
よ
り
異
な

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

個
人
市
県
民
税
に
お
け
る
公
的

年
金
特
別
徴
収
制
度
の
見
直
し

事
業
者
、
自
営
業
の
皆
様
へ

１

２

損害の程度＝り災証明書の被害程度により判定

♦平成28年熊本地震により被害を受けられた人へ

　この度の震災により、住宅や家財などに損害を受けられた人は、雑損
控除をはじめとした所得税（住民税）の軽減などの措置を受けられる場
合があります。
　そのため、税務署では、所得税（住民税）の軽減などの手続が必要と
見込まれる人を対象とした事前の雑損控除計算書作成会などを実施して
います。
　平成 28 年分確定申告期（平成 29 年 1 月から 3 月）においては、多
くの相談者が来場され、所得税（住民税）の軽減などの相談による混雑
が予想されますので、事前の相談をお願いします。
♦平成28年分の確定申告書などには個人番号の記載が
　必要です
　社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に伴い、平成 28
年分の確定申告書などにはマイナンバー（個人番号）の記載が必要とな
りました。
　なお、マイナンバー（個人番号）を記載した確定申告書などを税務署
へ提出する際には、申告されるご本人の本人確認書類の提示または写し
の添付が必要です。
【本人確認を行うときに使用する書類の例】
　例 1：マイナンバーカード（個人番号カード）の表面と裏面の写し【番
　　　 号確認と身元確認書類】　
　例 2: 通知カードの写し【番号確認書類】＋運転免許証または公的医  
　　　 療保険の被保険者証の写し【身元確認書類】など

問合せ　　
市民税課  ☎ 33-4107

※詳しくは熊本国税局のホームページ（www.nta.go.jp/kumamoto）をご
　覧いただくか、八代税務署にお問い合わせください。

問合せ　　八代税務署 ☎ 32-3141 ※自動音声案内


